
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を別紙のとおり定めたので，同法第１９条の規定により公告

する。

平成３０年 ３月３０日

寒川町長 木村俊雄



平成２９年度

農 用 地 利 用 集 積 計 画 書

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の

規定により、農用地利用集積計画を定める。

平成３０年 ３月３０日

寒川町長 木 村 俊 雄



新　規

更　新

地　積 の　別

（㎡）

始　　期

貸借権

野菜等

の栽培

平成

　３０ ・４・１

平成

　３１ ・３ ・３１

終　　期

貸借権

野菜等

の栽培

権利の種類 利 用 目 的

42

農用地利用集積計画書

利用権を設定する土地 設定する利用権

備　　　考

地　　　番

田端６９－２ 畑 583

現 況 地 目

更新

更新

平成

　３０ ・４・１

平成

　３１ ・３ ・３１

田端６９－４ 畑 更新

田端７０－１ 畑 229 貸借権

野菜等

の栽培

平成

　３０ ・４・１

平成

　３１ ・３ ・３１


